
報告事項 ３ 

 

   貯蓄金管理協定の一部変更について 

 このことについて、別紙資料に基づき報告します。 

 

 

 

 

 

平成２４年１２月２０日 

福 利 課 
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貯蓄金管理協定の一部変更の概要 
 

 

預金利率（第６条） 

 

１ 変更の内容 

福祉貯金利率を平成２５年２月１日から０．１ポイント引下げ、年１．２％に

変更する。 

 

(理由) 

  福祉貯金の総資産の運用利回りが現行の貯金利率年１．３％を当分の間下回る

ことが見込まれるため。 

 

 

２ 施行日 

平成２５年２月１日 

 

３ 貯蓄金管理協定の一部変更新旧対照表 

新 旧 

（預金の利率） 

第６条 利率は年１．２パーセント

とする。 

ただし、金融情勢の変動があっ

たときは、甲乙協議のうえ、これ

を変更することができる。 

（預金の利率） 

第６条 利率は年１．３パーセント

とする。 

ただし、金融情勢の変動があっ

たときは、甲乙協議のうえ、これ

を変更することができる。 
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      平成 24 年 11 月 30 日現在 

題   名 福 祉 貯 金 に つ い て  

目   的 

愛知県教育委員会が、労働基準法第１８条に基づき、社内預金制度に係る一切の

事務を、互助会が受託・実施するものである。 
・貯蓄金管理協定（昭和４７年３月３１日） 
・貯蓄金管理要綱（昭和４７年６月１日） 
・財団法人愛知県教育職員互助会福祉貯金管理要領（昭和４７年６月１日） 

積 立 額 

例月積立 
給料の範囲内（1,０００円の整数倍） 
 

臨時積立 
６・１２月の期末・勤勉手当の範囲内（1,０００円の整数倍） 

積立額の額 
の 変 更 

年２回 （中断者は除く） 
６月に受付 ⇒ ７月から積立額変更 

１２月に受付 ⇒ １月から積立額変更 

預金限度額 １，０００万円（障害者等非課税制度適用３５０万円)   

加 入 申 込 毎月２５日締切 ⇒ 翌月から 

中断・復活 毎月２５日締切 ⇒ 翌月から 

一 部 払 出 
毎月２回 

８日締切 ⇒ ２０日送金 
１５日締切 ⇒ ２７日送金 

解   約 毎月２５日締切 ⇒ 翌月２０日送金（解約手数料なし） 

利   率 
利   息 

年利１．３％ （平成２４年２月１日から） 
 年２回（２／１・８／１）元本へ繰入れ 

貯 金 残 高  １，３９０億１５１万８，３７８円 

加 入 者 数  ３５，２１９人 

加 入 率  ７３．１％  （対象会員数４８，１１６人） 

 

参考資料 


